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頭
特
集

け
ん
こ
う
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

ざ
っ
く
ボ
ラ
ン

ま
ち
の
話
題

ま
ち
の
案
内
板

情
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ョ
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情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２
月
の
お
知
ら
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確
定
申
告
期
間
中
、福
岡
市
内
の
税
務
署

（
福
岡
署
、博
多
署
、西
福
岡
署
、香
椎
署
）で

は
、平
日
以
外
に
も
２
月
21
日
及
び
２
月
28

日
の
日
曜
日
に
限
り
確
定
申
告
の
相
談
・
申

告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

※

例
年
、申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
、長
時
間

お
待
た
せ
す
る
こ
と
や
受
付
の
制
限
を
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
３
月
に
入
り
ま
す
と
税
務
署
な
ど

の
窓
口
は
さ
ら
に
混
み
合
い
ま
す
。早
め
の

申
告
書
提
出
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、郵
送
で
の
申
告
も
で
き
ま
す
の
で

香
椎
税
務
署
へ
直
接
ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

●
提
出
・
問
い
合
わ
せ

〒
８
１
３‐

８
６
８
１

福
岡
市
東
区
千
早
６
丁
目
２
番
１
号

香
椎
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

☎
６
６
１‐

１
０
３
１

　

ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
と
は
、あ
ら
か
じ
め
開
始
届
出

書
を
提
出
し
、利
用
者
識
別
番
号
な
ど
を
取

得
し
て
お
け
ば（
オ
ン
ラ
イ
ン
で
取
得
で
き

ま
す
）イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
国
税
に
関
す
る

申
告
納
税
、申
請
・
届
出
な
ど
の
手
続
が
で

き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

国
税
庁
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
サ
イ
ト

（w
w
w
.e-tax.n

ta.g
o
.jp

）上
の「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
作
成
し
た
申
告

書
等
の
デ
ー
タ
は
、ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
自

宅
か
ら
税
務
署
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。ま
た
、申
告
書
を
印
刷
し
、税
務
署
に

郵
送
等
で
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど

は
、そ
の
記
載
内
容（
病
院
等
の
名
称
、支
払

　いよいよ、平成28年１月から、マイナンバーの利用が開始されます。
　マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野で利用され、
以下のような場面で申請書等への記載が必要となります。

●「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答え
します。
●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
●既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。

●「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答え
します。
●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
●既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。

※一部ＩＰ電話等で上記フリーダイヤルに繋がらない場合（有料）

・マイナンバー制度に関すること ☎ ０５０－３８１６－９４０５ 
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること ☎ ０５０－３８１８－１２５０ 
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

・マイナンバー制度に関すること ☎ ０１２０－０１７８－２６ 
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること ☎ ０１２０－０１７８－２７

※その他、転入転出等の手続きで役場にお越しになる際は、マイナンバーの通知カードまたは個人番号カード
をお持ちください。
※会社にお勤めの方は、事業主にマイナンバーの提示をすることで、事業主が税や社会保険の手続きを行うこ
とになります。

　マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先などに提供す
るものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはでき
ません。
　他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや
個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

みだりにマイナンバーの提示を求めるのは、法律違反です!!

マイナンバーでお金が…は、すべて詐欺!!マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意を!!

このような場面でマイナンバーが必要となります!!このような場面でマイナンバーが必要となります!!このような場面でマイナンバーが必要となります!!このような場面でマイナンバーが必要となります!!

社会保障関係の手続き 税務関係の手続き 災害対策

マイナンバー総合フリーダイヤル

☎０１２０－９５－０１７８ （無料）

平成28年１月から

●国民健康保険、社会保険の加入・給付
●介護保険の給付
●生活保護　　　
●雇用保険の資格取得や給付　など…

●確定申告書
　平成28年１月以降の
　収入に関する申告から
●源泉徴収票　など…

●被災者生活再建支援金の給付
●被災者台帳の作成事務
　　　　　　　　　　　など…

問い合わせ

・平日 ９時30分～22時　・土日祝　９時30分～17時30分 （年末年始12月29日～１月３日を除く）

（　　　　 ）

確定申告のお知らせ
２/１６㊋▶ ３/１５㊋

所得税の確定申告について、申告相談の日程を下記のとおりお知らせします。
なお、収入の種類によって相談日が異なりますので、ご注意ください。

◆整理券の配付について
宇美町役場の申告相談は、整理券を配付し、その順番で申告の受付及び相談を行います。

整理券配付時間：８時30分～15時

次の方は原則として所得税の確定申告が必要です
①２カ所以上の支払者から給与等を受けている方
②平成27年の途中で退職して年末調整が終わっていない方
※確定申告で不明な点がありましたら、税務署などの相談会場で記載方法などのアドバイスを行っております
ので、申告に必要な書類を準備して相談してください。

申 告 に 必 要 な も の
所得を証明するもの
◎源泉徴収票や支払調書
◎給与や年金以外の方は、帳簿や経費を証明する書類、
　領収書、減価償却の計算書など

その他
◎印鑑
◎所得税還付申告の方は、本人名義の口座番号等の控え
※申告書が送付されて来た方は、申告会場にご持参ください。

控除を証明するもの
◎生命保険料及び地震保険料等の控除証明書
◎社会保険料控除証明書又は領収書
◎医療費控除を受ける方は、その額を証明する
領収書など（※事前に集計をお願いします。）
◎住宅借入金等の特別控除を受ける方は、年末
残高証明書等必要書類
◎障害者控除を受ける方は、障害者手帳または
障害者控除対象者認定書

金
額
等
）を
入
力
し
て
送
信

す
る
こ
と
に
よ
り
、提
出
又
は

提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

税
務
署
か
ら
書
類
の
提
出

ま
た
は
提
示
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、確
定

申
告
期
限
か
ら
５
年
間
は
保

管
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

そ
の
他
詳
細
は
、国
税
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

平
成
28
年
２
月
１
日
か
ら
税
務
課
窓
口

で
住
民
税（
町
県
民
税
）の
申
告
を
受
け
付

け
ま
す
。

●
会
社
で
給
与
収
入
に
つ
い
て
年
末
調
整

が
終
わ
っ
て
い
る
方
や
、公
的
年
金
収
入
が

４
０
０
万
円
以
下
の
方
で
も
給
与
以
外
ま

た
は
公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合

は
、住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。（
所
得
税

の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方
を
除
き
ま
す
）た

と
え
ば
、個
人
年
金
や
生
命
保
険
の
満
期
一

時
金
や
解
約
返
戻
金
、損
害
保
険
の
満
期
返

戻
金
な
ど
の
受
け
取
り
が
あ
っ
た
方
で
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
方
な
ど
。

●
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
方
で
も
、

住
民
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
、住

民
税
を
計
算
す
る
た
め
の
控
除
を
申
告
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
と
え
ば
、扶
養
親

族
や
生
命
保
険
控
除
・
医
療
費
控
除
な
ど
。

●
収
入
が
な
い
方
で
も
、宇
美
町
の
国
民
健

康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
や
非
課
税
証
明
が
必
要
な
方

は
、住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

納
付
書
払
い
の
方
は
領
収
書
、口
座
振
替
の
方
は
口
座
振
替
納
付
済
通

知
書(

１
月
末
頃
介
護
保
険
広
域
連
合
か
ら
郵
送
予
定)

を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。特
別
徴
収（
年
金
天
引
）の
方
は
年
金
保
険
者
か
ら
の
源
泉
徴
収
票

に
納
付
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、福
祉
課
で「
納
付
証
明
書
」を
発
行
で
き
ま
す
。必
要
な
方
は
健

康
保
険
証
等
の
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。な
お
、本
人
・

配
偶
者
及
び
同
居
の
親
族
以
外
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任
状
が
必

要
で
す
。

　

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
２
年
目
以
降
の
方
は
、介

護
保
険
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医
意
見
書
を
も
と
に
福
祉
課
で
発
行

す
る「
医
療
費
控
除
対
象
者
証
明
書
」に
よ
り
、医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。な
お
、

申
請
の
際
に
は
印
鑑
と
身
分
証
明
書
が
必
要
で
す
。

※

各
証
明
書
発
行
に
は
数
日
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

本
人
、控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
が
、次
の
①
ま
た
は
②
に

該
当
す
る
場
合
は
、福
祉
課
で
発
行
す
る「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
添
付
す
る
こ
と
で
、障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。証
明

書
が
必
要
な
方
は
印
鑑
と
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

①
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
の
要
介
護
１
〜
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

②
65
歳
以
上
で
６
ヶ
月
以
上
臥
床
し
、食
事
、排
泄
等
の
日
常
生
活
に
支

障
の
あ
る
方（
医
師
の
診
断
書
が
必
要
）

※

障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
は
、手
帳
等
の
提
示
で
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

日程　２月16日(火)～３月15日(火)
※原則、土日祝日を除きますが、2月28日の日曜日に
限って申告相談を行います。
時間　９時～　整理番号順に受け付けます。
会場　宇美町役場2階　大会議室
※収入の種類が営業・不動産等の方は、宇美町職員
では受付できませんので、香椎税務署職員来庁日
（２月23日・24日）または香椎税務署で申告してく
ださい。
※宇美町での申告相談の受付日程等の
詳細を掲載したチラシを税務課窓口
で配布しております。

※不動産等を売買した場合の譲渡所得及び贈与税の
相談は、下記会場ではできませんので、香椎税務署で
お願いします。
日程　２月23日(火)・２月24日(水)
会場　宇美町役場2階　大会議室
受付時間　９時30分～  整理番号順に受け付けます。

☆宇美町にお住まいの方でも下記会場で申告する
ことができます。
【志免町】日程　２月18日(木)・２月19日(金)

会場　志免町役場2階　第2会議室
☎　　935-1001

【須恵町】日程　２月22日(月)・２月23日(火)
会場　須恵町役場1階　保健センター
☎　　932-1151

介
護
保
険
制
度
で
申
告
時
に

添
付
で
き
る
資
料
に
つ
い
て

●
社
会
保
険
料
控
除
の
た
め
の
介
護
保
険
料
納
付
証
明
書
に
つ
い
て

●
要
介
護
認
定
に
よ
る
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
に
つ
い
て

●
医
療
費
控
除
に
係
る
医
療
費
控
除
対
象
者
証
明
書
に
つ
い
て

 

福
祉
課　

高
齢
者
支
援
係　

☎
９
３
４-

２
２
４
３

問
い
合
わ
せ

 

税
務
課　

町
民
税
係

　
　

☎
９
３
４-

２
２
４
２

問
い
合
わ
せ

年金や給与等の申告をされる方 営業・不動産等で収支内訳書を
添付して申告をされる方

税務署職員受付
宇美町職員受付

休
日
開
庁
日
に
つ
い
て

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ（
国
税
電
子
申
告
・
納
税

シ
ス
テ
ム
）を
利
用
し
ま
し
ょ
う
！

〈
添
付
書
類
の
提
出
省
略
〉

※先着100名※
整理券配付時間内に配付人数が100名に達した
場合は整理券の配付を終了します。

税
務
署
か
ら
の
ご
案
内

住
民
税（
町
県
民
税
）の

　
　
　
　
　

  

申
告
に
つ
い
て

　

確
定
申
告
期
間
中
、福
岡
市
内
の
税
務
署

（
福
岡
署
、博
多
署
、西
福
岡
署
、香
椎
署
）で

は
、平
日
以
外
に
も
２
月
21
日
及
び
２
月
28

日
の
日
曜
日
に
限
り
確
定
申
告
の
相
談
・
申

告
書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

※

例
年
、申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
、長
時

間
お
待
た
せ
す
る
こ
と
や
受
付
の
制
限
を

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
３
月
に
入
り
ま
す
と
税
務
署
な
ど

の
窓
口
は
さ
ら
に
混
み
合
い
ま
す
。早
め
の

申
告
書
提
出
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、郵
送
で
の
申
告
も
で
き
ま
す
の
で

香
椎
税
務
署
へ
直
接
ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

●
提
出
・
問
い
合
わ
せ

〒
８
１
３‐

８
６
８
１

福
岡
市
東
区
千
早
６
丁
目
２
番
１
号

香
椎
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

☎
６
６
１‐

１
０
３
１

　

ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
と
は
、あ
ら
か
じ
め
開
始
届
出

書
を
提
出
し
、利
用
者
識
別
番
号
な
ど
を
取

得
し
て
お
け
ば（
オ
ン
ラ
イ
ン
で
取
得
で
き

ま
す
）イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
国
税
に
関
す
る

申
告
納
税
、申
請
・
届
出
な
ど
の
手
続
が
で

き
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

国
税
庁
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
サ
イ
ト

（w
w
w
.e-tax.n

ta.g
o
.jp

）上
の「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
作
成
し
た
申
告

書
等
の
デ
ー
タ
は
、ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
自

宅
か
ら
税
務
署
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。ま
た
、申
告
書
を
印
刷
し
、税
務
署
に

郵
送
等
で
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど

は
、そ
の
記
載
内
容（
病
院
等
の
名
称
、支
払

金
額
等
）を
入
力
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ

り
、提
出
又
は
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

税
務
署
か
ら
書
類
の
提
出
ま

た
は
提
示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、確
定
申
告
期

限
か
ら
５
年
間
は
保
管
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

そ
の
他
詳
細
は
、国
税
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

平
成
28
年
２
月
１
日
か
ら
税
務
課
窓
口

で
住
民
税（
町
県
民
税
）の
申
告
を
受
け
付

け
ま
す
。

●
会
社
で
給
与
収
入
に
つ
い
て
年
末
調
整

が
終
わ
っ
て
い
る
方
や
、公
的
年
金
収
入
が

４
０
０
万
円
以
下
の
方
で
も
給
与
以
外
ま

た
は
公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合

は
、住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。（
所
得
税

の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方
を
除
き
ま
す
）た

と
え
ば
、個
人
年
金
や
生
命
保
険
の
満
期
一

時
金
や
解
約
返
戻
金
、損
害
保
険
の
満
期
返

戻
金
な
ど
の
受
け
取
り
が
あ
っ
た
方
で
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
方
な
ど
。

●
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
方
で
も
、

住
民
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
、住

民
税
を
計
算
す
る
た
め
の
控
除
を
申
告
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
と
え
ば
、扶
養
親

族
や
生
命
保
険
控
除
・
医
療
費
控
除
な
ど
。

●
収
入
が
な
い
方
で
も
、宇
美
町
の
国
民
健

康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
や
非
課
税
証
明
が
必
要
な
方

は
、住
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

納
付
書
払
い
の
方
は
領
収
書
、口
座
振
替
の
方
は
口
座
振
替
納
付
済
通

知
書(

１
月
末
頃
介
護
保
険
広
域
連
合
か
ら
郵
送
予
定)

を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。特
別
徴
収（
年
金
天
引
）の
方
は
年
金
保
険
者
か
ら
の
源
泉
徴
収
票

に
納
付
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、福
祉
課
で「
納
付
証
明
書
」を
発
行
で
き
ま
す
。必
要
な
方
は
健

康
保
険
証
等
の
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。な
お
、本
人
・

配
偶
者
及
び
同
居
の
親
族
以
外
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任
状
が
必

要
で
す
。

　

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
２
年
目
以
降
の
方
は
、介

護
保
険
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医
意
見
書
を
も
と
に
福
祉
課
で
発
行

す
る「
医
療
費
控
除
対
象
者
証
明
書
」に
よ
り
、医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。な
お
、

申
請
の
際
に
は
印
鑑
と
身
分
証
明
書
が
必
要
で
す
。

※

各
証
明
書
発
行
に
は
数
日
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

本
人
、控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
が
、次
の
①
ま
た
は
②
に

該
当
す
る
場
合
は
、福
祉
課
で
発
行
す
る「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
添
付
す
る
こ
と
で
、障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。証
明

書
が
必
要
な
方
は
印
鑑
と
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

①
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
の
要
介
護
１
〜
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

②
65
歳
以
上
で
６
ヶ
月
以
上
臥
床
し
、食
事
、排
泄
等
の
日
常
生
活
に
支

障
の
あ
る
方（
医
師
の
診
断
書
が
必
要
）

※

障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
は
、手
帳
等
の
提
示
で
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
で
申
告
時
に

添
付
で
き
る
資
料
に
つ
い
て

●
社
会
保
険
料
控
除
の
た
め
の
介
護
保
険
料
納
付
証
明
書
に
つ
い
て

●
要
介
護
認
定
に
よ
る
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
に
つ
い
て

●
医
療
費
控
除
に
係
る
医
療
費
控
除
対
象
者
証
明
書
に
つ
い
て

 

福
祉
課　

高
齢
者
支
援
係　

☎
９
３
４-

２
２
４
３

問
い
合
わ
せ

 

税
務
課　

町
民
税
係　

☎
９
３
４-

２
２
４
２

問
い
合
わ
せ

休
日
開
庁
日
に
つ
い
て

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ（
国
税
電
子
申
告
・
納
税

シ
ス
テ
ム
）を
利
用
し
ま
し
ょ
う
！

〈
添
付
書
類
の
提
出
省
略
〉

税
務
署
か
ら
の
ご
案
内

住
民
税（
町
県
民
税
）の

　
　
　
　
　

  

申
告
に
つ
い
て


